
１．研究グループのアプローチ

本研究グループ（Ｉ－ｂグループ）は，企

業社会の構造とその変容の解明，ならびに法

の創造という課題に対し，「基本的法概念の

クリティーク」という学問的作業を通じてア

プローチしようとするものである。

企業を取り巻く基本的な法概念，近代法の

諸カテゴリーを，思想史的背景に立ち返って

把握することが出発点となる。そうしてこれ

らの法概念が日本社会に受容されるに際して

蒙った変容を解明し，現代日本社会で基本的

な法概念がどのように理解され用いられてい

るのかを明らかにすることを目標とする。

また「法の創造」という課題に取り組むに

当たっては，いわばフィクションとして構成

された近代法の諸基本概念が，フィクション

として現代社会に対してもつその積極的意義

と限界を考察する作業が不可欠となろう。こ

うした課題に，基礎法学と実定法学が共同し

て取り組むことが本研究グループの目的であ

る。

２．作業内容

ここでは本研究グループが取り組む「基本

的法概念のクリティーク」の作業内容につい

て紹介をしておきたい。それは一言で表現す

るならば，主要実定法領域における基本的な

諸概念をとりあげ，そのexplicatio＝Ausle-

gung（解釈）を試みようとするものである。

ここでいうexplicatioとは，サヴィニーが規

定したような意味において理解された基本的

法概念の解釈学である。サヴィニーは，法律

解釈には次に掲げる二つの条件の充足が不可

欠であると述べた。すなわち，第一の条件は，

個々の法概念や法律条文の背後にある思想，

その思想を生成させた精神活動を生き生きと

思い浮かべること，第二の条件は，そのよう

な個々の
・・・

法概念・法律条文・思想・精神活動

なるものを，個別的なものがそこから光を受

けとるところの，法の全体像
・・・

の中に位置づけ

ること，である。サヴィニーにとって，法解

釈学とはそのような性質の知的営為であった。

explicatioの原義は「巻物を繙く」というほ

どの意味であり，比喩的に言うならば，法概

念の数だけ巻物があり，法概念は巻物の表紙

に書き込まれたところの，巻物の内容を一言

で要約した標題にほかならないということに

なる。個々の法概念のexplicatioは，個々の

巻物を繙いて，巻物に書き込まれた個々の法

概念の思想・精神活動の記録を生き生きと再

現することである。そして，その個々の作業

は，全ての巻物のexplicatioの統合によって

果たされるところの，法秩序全体の背後にあ

る思想・精神活動の総体を明らかにする営み

の中に位置づけられねばならない。

サヴィニーは，上記二条件を総括して，

die Anschaunng des historisch=dogmatis-

chen Ganzenと定式化した。「歴史的で解釈

学的な全体を表象すること」である。した

7―　 ―

基本的法概念のクリティーク

楜澤能生＊

＊　早稲田大学法学部教授



がって，explicatio のための具体的作業は，

我々にとっては，個々の法概念の歴史的研究

ということになる。個々の近代的諸法概念を，

それを創造したドマ（17世紀末），ポチエ

（18世紀），サヴィニー（19世紀）などにま

で遡り―それらの前提には言うまでもなく

ローマ法がある―，そこから現代にいたる

までの概念史的展開を丹念にたどることであ

る。このように，本共同研究においては，当

然に dogmat i schなものの歴史（Dog-

mengeschichte）が主題となるが，それは単

なる概念の沿革史であってはならない。個々

の概念とその背後にある思想，それらの全体

としての法秩序は，持続と変化の統一として

の歴史を経験してきているが，その持続と変

化の運動は，法概念とその思想の枠内にとど

まっていては，全的には解明されえない。そ

の解明のためには，経済，社会，政治，国家，

宗教などの様々の諸領域における歴史との関

連を探求する方法を鍛える必要がある。本研

究の標題に掲げられた「クリティーク」とは，

以上に述べたような「学」のあり方全体を指

示する語として使用されたものである。

以上のような法学の試みは，現下の法学の

状況を前提とするならば，実定法学者と基礎

法学者の協同によって遂行することが求めら

れるであろう。我々の目指すところは，個別

的な法概念のクリティークやその算術的総和

にとどまるものではなく，全体の表象へと志

向するものであるから，まず，諸実定法領域

の研究者の幅広い共同研究という形態が必要

となる。加えて，その研究方法は歴史学的な

ものであるから，その共同研究には，法史学，

法学史学，法思想史学，外国法学の分野の研

究者の参加が不可欠となる。研究チームをこ

のような観点から，今後も充実させていきた

いと考えている。

研究作業の手順として，まず本研究グルー

プに参加する各人が，研究会などにおける討

議を通じて互いに啓発しあい，「歴史的で解

釈学的な全体を表象する」ための学的方法を

わがものとするようになることが，最も重要

な課題となる。その上で，各人がその方法を

駆使した具体的作品を論文の形でまとめるこ

と，そのような形で，新しい法学のあり方の

一つを提示することである。

古典的な法学のあり方を―その後の社会科

学の諸成果をとりこみつつも―，復権する

という意味ではre-naissanceであるが，わが

国の法学の状況を前提とするならば，このよ

うな復権の試みは斬新なものとして立ち現れ

るのであり，naissanceそのものである。実

定法学および基礎法学に即して，具体的に述

べるならば，次のようになる。

近時の実定法学は，次々と生起する新しい

法問題への対処に追われがちで技術主義的性

格を強めており，時に，当面の経済的政治的

要求がほとんど生の形で法解釈の前面に出て

くることさえ稀ではないが，法の「学」とい

うものが本来どのような知的営為であるのか

を，古典に学びつつあらためて提示する本共

同研究は，そのような傾向に対する一つの反

省的考察となり，これからの実定法学の一つ

の発展方向（実定法学の基礎法志向）を指し

示すことになる。

その一方で，本研究によって，基礎法学そ

れ自身も，実定法学に内在化していく道を切

り開くことになる。これまで，実定法学と基

礎法学の協同は希薄であり―その原因の一

端は実定法学の側にもあったものの―，基

礎法学が実定法諸領域に内在していこうとす

る意欲が強くはなかったという事情にもよっ

ていた。本研究は，そのような基礎法学の自

己革新の一里塚ともなろう。

本 研 究 を 企 図 す る に あ た り ，

Geschichtliche Grundbegriffe : historisches

Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in

Deutschland/herausgegeben von Otto Brun-

ner, Werner Conze, Reinhart Koselleckが一

つのヒントとなった。この書物は，社会全般

にかかわる基本的概念のDogmengeschichte

であり，社会科学と歴史学の領域においてき

8―　 ―



わめて重要な貢献をなしたが，このような試

みの法学版は，現在のところ国内外において

存在しない。我々は，本研究がやがては法学

分野における上記書物のような体系的大項目

事典の編纂に結実していくことを念じつつ，

まずはささやかな第一歩を踏み出したいと

願っている。

３．研究会の進行

当面の研究会での獲得目標は，前記「歴史

的で解釈学的な全体を表象する」ための学的

方法，分析のための方法的枠組みについて理

解を共有することである。この目標に向けて，

2003年12月13日に第一回の研究会を開催し

た。「基本的法概念のexplicatioとKritik―

本共同研究の課題と方法についての一考察

―」と題した水林彪氏（東京都立大学）の

研究報告に基づき討議を行った。その成果は

ディスカッションペーパーとしてまとめられ

る。

あわせて第一回の研究会では，馬場宏二

氏（大東文化大学）に「『会社という言葉』

について」と題する講演を依頼し，氏に「会

社」という言葉のエチモロジーを展開してい

ただき，上村達男教授のコメントを皮切りと

して議論を行った。その成果もディスカッ

ションペーパーにまとめられるが，講演の概

要については本号70頁掲載の「『会社という

言葉』について」を参照されたい。

第二回研究会を３月27日に開催し，引き

続き「歴史的で解釈学的な全体を表象する」

ための学的方法，分析のための方法的枠組み

に関して大江泰一郎氏と廣渡清吾氏の報告を

中心に議論する。

その後，四半期に２回程度の頻度で研究会

を開催し，具体的な法概念の研究を進めてい

く。
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